
　
申
請
で
き
る
人
は
、
平
成
26
年
1
月

1
日
に
成
田
市
に
住
民
記
録
が
あ
る
人

で
す
。
平
成
26
年
1
月
2
日
以
降
に
転

入
し
た
人
は
、
転
入
前
の
市
区
町
村
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象
と
な
る
子

ど
も
は
、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
の
支
給
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
臨
時

福
祉
給
付
金
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

臨
時
福
祉
給
付
金

対
象
＝
平
成
26
年
度
の
市
民
税
が
課
税

さ
れ
な
い
人（
課
税
さ
れ
て
い
る
人

の
扶
養
で
あ
る
場
合
や
、
生
活
保
護

を
受
け
て
い
る
人
な
ど
は
除
く
）

金
額
＝
1
万
円（
次
に
当
て
は
ま
る
場

合
は
5
、
0
0
0
円
を
加
算
）

◦
老
齢
基
礎
年
金
・
障
害
基
礎
年
金
・

遺
族
基
礎
年
金
な
ど
の
受
給
者

◦
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当

な
ど
の
受
給
者

申
請
方
法

　
支
給
対
象
と
見
込
ま
れ
る
人
に
は
申

請
書
類
を
6
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

く
わ
し
い
受
給
対
象
の
要
件
な
ど
は
申

請
書
類
と
と
も
に
送
り
ま
す
の
で
、
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
対
象
に
な
る
人
は
必
要
事
項
を
書
い

て
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

申
請
期
間
＝
7
月
1
日
㈫
〜
12
月
26
日

㈮（
当
日
消
印
有
効
）

給
付
方
法
＝
申
請
の
受
け
付
け
後
、
決

定
通
知
書
を
送
付
し
て
指
定
の
口
座

に
振
り
込
み
ま
す

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

対
象
＝
平
成
26
年
1
月
分
の
児
童
手

当（
特
例
給
付
を
含
む
）の
受
給
者
で
、

平
成
25
年
の
所
得
が
児
童
手
当
の
所

得
制
限
限
度
額
に
満
た
な
い
人

支
給
対
象
と
な
る
子
＝
平
成
26
年
1

月
分
の
児
童
手
当（
特
例
給
付
を
含

む
）の
対
象
と
な
る
子
ど
も（
臨
時
福

祉
給
付
金
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
や
、

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
は

除
く
）

金
額
＝
子
ど
も
1
人
当
た
り
1
万
円

申
請
方
法

　
申
請
書
類
を
5
月
下
旬
に
平
成
26
年

1
月
分
の
児
童
手
当（
特
例
給
付
を
含

む
）の
受
給
者
に
郵
送
し
ま
し
た
。
必

要
事
項
を
書
い
て
子
育
て
支
援
課（
市

役
所
2
階
）へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
6
月
中
は
、
児
童
手
当
の
現
況
届
の

受
け
付
け（
5
ペ
ー
ジ
参
照
）と
併
せ
て
、

市
役
所
1
階
会
計
室
前
に
特
設
窓
口
を

設
置
し
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
で
も
提
出

で
き
ま
す
。

　
公
務
員
は
勤
務
先
か
ら
配
布
さ
れ
た

申
請
書
と
児
童
手
当
受
給
証
明
書
を
子

育
て
支
援
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
間
＝
6
月
1
日
㈰
〜
12
月
1
日

㈪（
当
日
消
印
有
効
）

給
付
方
法
＝
申
請
の
受
け
付
け
後
、
決

定
通
知
書
を
送
付
し
て
指
定
の
口
座

に
振
り
込
み
ま
す

本
年
4
月
か
ら
の
消
費
税
引
き
上
げ
に
際
し
、
所
得
の
低
い
人
に
対
し

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
、
子
育
て
世
帯
に
対
し
「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
」
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ど
ち
ら

か
1
つ
の
給
付
金
で
1
回
限
り
で
す
。

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

申
請
が
始
ま
り
ま
す

問
い
合
わ
せ
先

申
請
方
法
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

◦
市
社
会
福
祉
課
・
臨
時
福
祉
給

付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
6
月
27
日

㈮
に
開
設
、
☎
20
‐
1�

9
0�

0
、

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前

9
時
〜
午
後
5
時
）

◦
市
子
育
て
支
援
課
・
子
育
て
世
帯

臨
時
特
例
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
20
‐
1
7
4
5
、
土
曜
日
・
祝

日
を
除
く
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
）

制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

◦
厚
生
労
働
省
・
2
つ
の
給
付
金
に

関
す
る
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
0�

5�

7�

0
‐
0
3
7
‐
1
9
2
、
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
9
時

〜
午
後
6
時
）
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　厚生労働省・県・市町村の職員な
どがATM（現金自動支払機）の操作や、
受け取りのための手数料を求めること
はありません。振り込め詐欺や個人情
報の詐取に注意してください。

　児童手当を受給している人に現況届を郵送しました。
　毎年6月中に現況届の提出が必要です。必要事項を書いて6月30日㈪
までに提出してください。
受付日時＝月〜金曜日、日曜日 午前9時〜午後5時
提出場所＝市役所1階ロビー、下総・大栄支所（日曜日を除く）
※くわしくは子育て支援課（☎20-1538）へ。

扶養親族
の数

所得制限
限度額 収入額の目安

0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002.1万円
5人 812万円 1042.1万円

所得制限

＊「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。

振り込め詐欺などの
犯罪防止

児童手当の現況届 6月30日までに提出を

給付金支給対象者診断チャート
このチャートは「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の支給対象者であるかどう
かを判断するためのおおまかな目安を示しています。あくまでも一般的な場合を想定してい
るため、結果に必ずしも当てはまらない場合もあります。

スタート

生活保護を受けていま
すか

はい

はい平成26年度の市民税は
課税されていますか

親族などに扶養されて
（生活の面倒を見ても
らって）いますか

対象ではありません
＊�保護基準の改定で消
費税の負担に対応し
ます

基礎年金・児童扶養手
当などを受給していま
すか

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえあなたを扶養している人
は平成26年度の市民税
が課税されていますか

平成26年1月分の児童
手当を受給しています
か

平成25年の所得は、児
童手当の所得制限限度
額未満ですか（上表）

対象ではありません

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

臨時福祉
（1万5,000円）

臨時福祉
（1万円）

子育て世帯
（1万円）

5 広報なりた 2014.6.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です
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